
　　　　　　　　変　　更　　　平成２８年１２月１６日　（国立市告示第　３５５号）　法改正に伴う用途制限の表記変更
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国 立 都 市 計 画 下 新 田 地 区 地 区 計 画



都市計画下新田地区地区計画を次のように変更する。

　　下新田地区地区計画

　　国立市谷保六丁目地内

　　約３．５ｈａ

　　本地区は、国立市南東部、中央自動車道国立府中インターチェンジの東側に位置し、土地区画整理事業に
　より公共施設の整備が行われた地区を中心とした区域である。国立市都市計画マスタープランにおいて、イ
　ンターチェンジ周辺は、交通の要衝である特性を活かした業務地を誘導するとされており、土地区画整理事
　業により整備された基盤施設を活かして、業務系施設を中心とする良好な市街地環境を誘導するとともに、
　その環境を維持していくことを目標とする。

　土地利用の方針

　　　　　　　※

　
　　[業務地区Ａ]
　　　隣接する住宅地等の環境にも配慮した工業、商業・業務施設を中心とした市街地の形成を図る。

　　[業務地区Ｂ]
　　　業務地区Ａと一体的な街並みを形成するため都市基盤の整備を視野に入れ、良好な市街地環境の保全を
　　図る。

　地区施設の整備
　の方針

　　地区内の防災性の向上及び交通の利便性を図るために、区画道路を整備する。また、良好な市街地環境を
　形成させるため、緑地を整備する。

　建築物等の整備
　の方針

　　環境に配慮した工業、商業・業務地区への誘導並びに良好な市街地環境の形成と保全を図るため、建築物
　等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠
　の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。

国 立 都 市 計 画 地 区 計 画 の 変 更　　[国立市決定]
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 種　　類

種　　類

　約１２０㎡

備　　　　考

　新設

　新設

　新設

　　６．３ ～７．０ｍ 　　約　５５ｍ

　　緑地 ３号

　　新設

　　区画道路 １号　※

　　新設

　　０．２ｍ
　　（６．０ｍ）

面　　　　積

　約２６５㎡

　約　５０㎡

　　０．１ ～８．０ｍ
　　（８．０ｍ）

　　約１６５ｍ

　（　　）内は地区外を含めた全幅員を示す

　　区画道路 ４号　※

　　５．０ ｍ
　　（８．０ｍ）

　　約　２５ｍ

　　新設

 道　　路

　　８．０ｍ 　　約１０５ｍ 　　新設

　　区画道路 ５号

　　区画道路 ３号　※

　　新設

　　国立市谷保六丁目地内

面　　　　積 　　約 １．７ ｈａ
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　　緑地 ２号

名　　　　称 幅　　　　員 延　　　　長 備　　　　考

　　新設
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画

　　区画道路 ２号　※
　　０ ～８．０ｍ
　　（８．０ｍ）

　　約１００ｍ

 
緑　　地

　　区画道路 ６号

名　　　　称

　　緑地 １号

　　約　　２ｍ
　　（隅切り部分）

位　　　　置



名　　称 　業　務　地　区  Ａ

面　　積 　約 １．７ ｈａ

　　次に掲げる建築物は建築してはならない。
　　　１．ホテル又は旅館
　　　２．劇場、映画館、演芸場又は観覧場
　　　３．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第１号から第５号に該当する営業に係るもの。
　　　４．建築基準法別表第二（ぬ）項第３号及び４号に掲げるもの。
　　　５．畜舎

　　２００㎡

 
　　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、地盤面からの高さが１０ｍ以下の部分にあっては
　０.７５ｍ以上とし、地盤面からの高さが１０ｍを超える部分にあっては、２ｍ以上としなければならない。
　   ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、
　この限りでない。
　　　１．物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以
　　　　内であるもの。
　　　２．自動車車庫で軒の高さが２．３ｍ以下であるもの。

　
　　建築物の外壁及び屋外広告物の色彩は、周辺の景観に配慮した色調とする。

　道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生け垣とする。

　敷地内の緑化に努めるものとする。

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分並びに地区施設の配置は計画図表示のとおり。」
理由：風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の改正に伴い表記上の整合を図るため、地区計画を変更する。
　　　　

※は、知事協議事項

　建築物等の形態又は色
　彩その他の意匠の制限
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　建築物等の用途の制限
　

　
　　　　　　　　　　　　　※

　垣又はさくの構造の制限

　
　壁面の位置の制限

地区の区分

　土地の利用に関する事項



変更概要
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　建築物等の用
　途の制限

　　４．建築基準法別表第二（り）項第３号及び４号
　　　　に掲げるもの。

　　４．建築基準法別表第二（ぬ）項第３号及び４号
　　　　に掲げるもの。

　　法の改正施行に伴い、
　その整合を図るため。

　　理由：風俗営業等の規則及び業務の適正化
　　　　　　等に関する法律の改正に伴い、地区
　　　　　　計画を変更する。

　　理由：建築基準法の改正に伴い、地区計画
　　　　　　を変更する。
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下新田地区地区計画
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この背景の地形図は、東京都都市整備局と㈱ミッドマップ東京が著作権を有しています。無断複写を禁ずる。（承認番号：ＭＭＴ 利許第025号－3）
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の１の地形図を使用して作成したものである。無断複写を禁ずる。（承認番号）23都市基交第412号
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）22都市基街測第１７２号、平成２３年３月８日
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計画図２    〔国立市決定〕
国立都市計画地区計画
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名　称 幅員(m) 図表示

区画道路１号 １5.0[8.0]
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この背景の地形図は、東京都都市整備局と㈱ミッドマップ東京が著作権を有しています。無断複写を禁ずる。（承認番号：ＭＭＴ 利許第025号－3）
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の１の地形図を使用して作成したものである。無断複写を禁ずる。（承認番号）23都市基交第412号
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）22都市基街測第１７２号、平成２３年３月８日
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